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 まだまだ暑い日が続きますが、朝夕は少しづつ夏の終わりを感じる 

 季節になってきました。 

 内容にご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

相続土地国庫帰属制度について 
 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がな

い」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大

きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高ま

っています。 

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発

生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一

定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土

地国庫帰属制度」が令和５年４月２７日からスタートしました。 

 この手続きを利用できるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人のかたです。本制度

の開始前に相続した土地でも申請できます。 

 ただし、相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、

引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要

件に当てはまらない必要があります。 

 例えば、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、特定の有害物質

によって土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲につい

て争いがある土地等は、制度を利用できません。 

 また、費用として、1 筆の土地当たり 1 万 4000 円の審査手数料を納付する必要がありま

す。さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費

用を考慮して算出した 10 年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1 筆

ごとに 20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出

をすることができ、2 筆以上でも負担金は 20 万円が基本となります。なお、一部の市街地

の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するもの

もあります。始まったばかりの制度ですので、今後、情報が増えてくればお知らせします。 
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